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 私は、調理師法施行令第１１条に規定する３０日以内に申請する 

 

義務を心ならずも失念いたしました。 

 

 今後、このようなことのないよう鋭意努力いたしますので、今回 

 

の遅延についてよろしく御処理くださいますようお願いします。 
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新潟県知事 殿 

 

 

 

 

 


